
【コラム】「思い出深い仕事」と言えば（弁護士牧野　丘）
法廷での敵方の証言を自分の反対尋問でひっくり返して勝負が決まったという事件は重大事件でなくても記憶に残り、その時の記憶が今も
背筋をシャンとさせてくれます。敵方の証人は、準備や予行演習をしたうえで法廷に臨んでいることが大半ですから、そう簡単に崩れるも
のではありませんし、無駄な反対尋問は逆効果になることすらあります。

私と２名の弁護人で担当した覚醒剤自己使用事件で、警察官が被告人から採取した尿に異物を混入させた結果、陽性反応が出た可能性が高
い、として無罪判決をもらったことがありました。証言台に立ったのは、捜査に関与した警察官ばかり。検察官からの主尋問に答えて警察
官たちは「マニュアル通りに捜査しました」と自信満々にてきぱきと証言します。しかし、弁護人による反対尋問では、証人たちを次々と
立ち往生させ、適正な捜査に疑いを感じさせる証言をたくさん引き出しました。少々荒唐無稽にも思える被告人の説明をかなり念入りに聞
き、捜査記録を穴が開くほど読み込み、現場の動きを一挙手一投足まで再現すべく瞑想し、不自然な部分を見逃していないかをじ～っと考
え続けて準備した結果だろうと思います。疑問点を発見したからと言っても単なる仮説に過ぎないので、それを法廷で警察官に認めさせる
ため、質問の仕方もかなり工夫しました。無罪判決に対して検察官は控訴せず確定しました。判決後、被告人が「先生も私のことを全部は
信じていなかったでしょう？」と笑顔で話してくれたことを覚えています。確信に至らずとも、自分を信じてくれて頑張ってくれてありが
とう、と喜んでいるものと解釈しました。

弁護士　牧野丘

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

 

【コラム】忘れない（弁護士梶山敏雄）

昭和３９年に東京オリンピックが開催された時は私は高校１年生であり、故郷福島出身のマラソン円谷やバレーボール東洋の魔女、棒高跳
びの真夜中の激闘などなど相当興奮したのを忘れません(すみません。誰かの国会発言と同じことを言ってしまいました)。ところが一方、
オリンピック開会直前のNHKアンケートでは「オリンピックは結構だが、私には別になんの関係もない」が「56.8％」との結果もあっ
たとのことであり、コロナ渦での苦境に喘ぐ現在の国民の声も似たようなものであると思います。

専門家の意見も無視してひたすら「開催」に向けて突き進む管自公政権の姿は「やってしまえば国民は忘れてしまう」などのいつもの権力
者の愚弄作戦です。自分達で制度を作った家賃給付金を自ら騙し取るキャリア官僚の出現は、立て続けの政治家の贈収賄や選挙買収、桜を
見る会の税金私物化、高級官僚への接待や政治家へのゴマスリとソンタクに明け暮れる上司らの姿を見ている当然とも言える結果でしょう。
「私の雇い主は日本国民。国民のために仕事ができる国家公務員に誇りを持っています」と語り命を絶った誠実な男性（赤木さん）の家族
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の、血を吐くような訴訟提起により少しづつ真相が明らかになりつつあります。私達はそのような権力者のやった悪事を絶対に忘れてはな
らないし、間もなく来る総選挙で何としてもそうした輩を追放する必要があります。

弁護士　梶山敏雄

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

 

事務所ニュース　２０２１年夏号　巻頭挨拶（弁護士　伊須　慎
一郎）
国内でもワクチン接種が進み出しましたが、新型コロナウイルス感染症が収束する見込みは、まだ見えません。浦和の商店街も午後８時を
過ぎると真っ暗で、様々な職業で働かれているみなさん、ご商売をされているみなさん、大変ご苦労されていると思います。

そのような状況のなか、新型コロナウイルスの変異型の感染拡大のリスク等を理由に国内外で反対意見がありますが、菅首相は、国民の命
や健康を守り、安全安心の大会を実現することは可能だとして、東京オリンピック・パラリンピック開催を強行しようとしています。安倍
首相は、２０１３年９月、ＩＯＣの総会で、福島原発事故につき「コントロールされている」と発言しましたが、現実に目を向けると、福
島原発から生じた汚染処理水の海洋放出の問題や、さいたま地方裁判所でも福島原発の事故後、埼玉県内に避難された方の裁判は継続中で、
未だ解決していません。変異型ウイルスの感染拡大のリスクが高まっているのに、本当に国民の命や健康を守ることができるのでしょうか。

埼玉総合法律事務所では、昨年来、時短営業やウイルス感染の予防措置を取りながら、少しでもみなさんのお役に立ちたいと業務を続けて
います。その中で、猪股正弁護士が中心となり、様々な分野の専門家と連携して、新型コロナウイルス感染症拡大により、仕事を失った方、
住居を失った方、家庭内で暴力を受けている方などの相談を定期的に行っています。菅首相にも、オリンピックを開催した首相として歴史
に名を残すという身勝手な理由ではなく、国籍を問わず、今まさに苦しんでいる勤労者・生活者の暮らしに目を向けた政治を行ってほしい
ものです。

弁護士　伊須慎一郎

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）
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【人口減少社会／地域再生】日弁連・連続On-lineシンポ
ジウム 9/4～10/14
今年の日弁連の人権擁護大会のテーマの１つは、
「人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障～地域で安心して暮らすために～」
です。

地域が疲弊し衰退していく要因を考え、国主導の政策を見直し、地域から、住民の実践で、人間の尊厳ある生存が保障される社会のあり方
を考えます。

下記日程で、１０月１４日開催の本シンポジウムに向けて、各地弁護士会で、それぞれのテーマでオンラインシンポジウムが実施されます。
無料で、どなたでも参加できます。是非ご参加ください。
基調講演、パネルディスカッションの内容、参加方法等の詳細は、各地弁護士会のホームページをご参照ください。

▶9/4（土）13:30～京都弁護士会「中小企業振興基本条例で一人ひとりが元気になる地域づくりを－コロナ後の自治体のあり方を
考える－」
https://video.ibm.com/channel/ZUH2DXDGUv5
▶9/18（土）14:00～埼玉弁護士会「地域で生活保障を実現するために～自治体財政の課題を知る～」
https://www.saiben.or.jp/event/001011.html
▶9/24（金）18:00～第二東京弁護士会「地方自治とデジタル関連法」
https://niben.jp/news/event/2021/202107082981.html
▶9/25（土）13:30～愛知県弁護士会「人口減少社会における地域再生の社会保障」～地域で安心して暮らしたい・現場の声をふ
まえて～
https://www.aiben.jp/about/katsudou/tajyu/news/2021/08/63zoom.
html
▶10/14（木）12:30～日弁連「人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障～地域で安心して暮らすために～」
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2021/211014.html
（日弁連の本シンポの参加用URLは、近く公開される予定です。）

（弁護士　猪　股　　正）
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9/1（水）日弁連・失業手当ホットライン（無料相談）のご案
内
９月１日（水）１０時～２０時、日弁連主催で、失業手当ホットラインが実施されます。
フリーダイヤル ０１２０－６１０－９２０
退職させられたのに自己都合退職扱い
コロナが長引き失業手当終了。生活困難
失業手当の支給額が少なくて生活困難
など、失業手当に関する相談に、弁護士が無料で対応します。

失業手当については、実際に失業している人の中で２割程度の人しか受給できていなかったり、自己都合退職扱いさせられ、給付を受ける
まで２か月以上待機しなければならないなど、受給期間の短さ、受給額の低さ、受給手続の問題など様々な問題点が指摘されています。
制度の改善につなげていくためにも、相談し、声を届けられてはいかがでしょうか。

ホットラインの詳細は、下記の日弁連ホームページをご参照ください。（文責：弁護士　猪股　正）
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2021/210901.html

コロナ禍の到来により、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、フリーランス、自営業者など、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
まれ、また、緊急事態宣言の発出等により、再就職先が見つからず失業状態が長期化している人も少なくありません。

「退職勧奨を受けたにも関わらず自己都合退職扱いとなり、すぐに失業手当がもらえずに困っている」
「失業手当を受給していたが、コロナ禍が長期化して仕事が見つからないまま給付期間が終わってしまい、この先の生活が不安」
「失業手当を受給しているが、支給額が少なく、それだけでは生活できない」

などなど、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。弁護士が無料でアドバイスさせていただきます。

内容

失業手当ホットライン（フリーダイヤル）
２０２１年９月１日（水）１０時００分～２０時００分

 
０１２０－６１０－９２０（ロウドウとキュウフ）

※上記は特設番号です。期間以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
※フリーダイヤルです。また、携帯やＰＨＳからもおかけいただけます。

※回線混雑等の事情により、つながりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。

チラシ (PDFファイル;363KB)

主催 日本弁護士連合会

https://saitamasogo.jp/archives/88223
https://saitamasogo.jp/archives/88223
https://saitamasogo.jp/inomatatadashi
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2021/210901.html
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/event/year/2021/210901_chirashi.pdf


お問い合わせ先
日本弁護士連合会　人権部人権第一課
ＴＥＬ：０３－３５８０－９５０１

9/18(土)シンポジウム「地域で生活保障を実現するために～
自治体財政の課題を知る～」を開催します
埼玉弁護士会では、下記の日時場所で第６３回日本弁護士連合会人権擁護大会プレシンポジウム「地域で生活保障を実現するために  ～自
治体財政の課題を知る～」を開催します。

オンラインでの参加も可能ですので、ご関心ある方は是非ご参加下さい。

埼玉弁護士会ホームページ
https://www.saiben.or.jp/event/001011.html

【日時】

９月１８日（土）１４時００分から１６時００分（開場１３時３０分）

【場所】

ときわ会館５階　大ホール（さいたま市浦和区常盤６－４－２１）

【内容】

・基調講演「地域で生活保障を実現するために～自治体財政の課題を知る～」

講師　高端 正幸 氏　埼玉大学人文社会科学研究科准教授

・取組報告

県内での生活保障の充実に取り組んでいる自治体、民間団体など

【その他（注意事項等）】

・オンライン（Ｚｏｏｍ）を利用した参加も可能です。

・会場、オンライン（Ｚｏｏｍ）参加いずれも事前申込み不要、参加費無料です。
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・会場参加の場合は、定員を先着１００名までとさせて頂きます。

・ご来場の際は、マスク着用にご協力ください。

・会場内及びオンライン（Ｚｏｏｍ）配信の録画・録音は禁止とさせていただきます。

・Ｚｏｏｍについては、Ｚｏｏｍサービス規約の内容をご確認いただき、同意の上でご利用ください。

・オンライン（Ｚｏｏｍ）での視聴者のPC環境・通信状況等の不具合について、埼玉弁護士会では責任を負わず、Ｚｏｏｍの利用方法等
についてのサポート対応等も行いかねますのであらかじめご了承ください。

【お問い合わせ】

埼玉弁護士会　電話０４８－８６３－５２５５／０４８－７１０－５６６６

チラシはこちら

オンライン（Ｚｏｏｍ）参加については、シンポジウム当日（９月１８日（土）１３時３０分以降）より下記のURL、QRコードからご
参加いただけます。

https://us02web.zoom.us/j/81160346817?pwd=RHpNNWcxalJVdU9nVWZj
TUIwdVpIZz09

パスコード：930951

 

弁護士　鴨田　譲

「難民研修会に参加して」　弁護士　鈴木　満
先日、埼玉弁護士会の外国人人権センター運営委員会主催の、ビルマ難民に関する研修会に参加してきました。
講師は、在日ビルマ人難民申請弁護団の代表の渡邉彰悟先生でした。
ちなみに、ビルマとは昔のミャンマーの呼び名です。

お話を聞いて、改めて日本の難民認定のハードルの高さを実感しました。
日本では、難民条約上の「難民」と認められれば、難民として保護され、在留資格が与えられます。
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しかし、難民条約上の「難民」に当たるかどうかについての日本の考え方は、難民条約の適用を監督する国際機関であるUNHCR(国連
難民高等弁務官事務所)の考え方よりも厳しいものとなっているそうです。

また、渡邉先生は、クーデター後のミャンマーのことについてもお話されていました。
ミャンマーの悲惨な現状は日本でも時折ニュースなどで流れていますが、渡邉先生からしてみると、それは現実の3%ほどにすぎず、実際
はもっとひどい状況のようです。
研修会の中では、デモに参加していた市民を助けた救急隊員たちが、軍人に銃や警棒のようなもので何度も何度も殴られる動画が流された
のですが、医療従事者まで弾圧されていることにとても衝撃を受けました。

こういった状況を踏まえて、日本政府も在留資格の関係でミャンマー国籍の人たちに特別の措置をとったようです。

・国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置（法務省　出入国在留管理庁ホームページより）
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html

ミャンマーの現状に鑑みると、日本に在留できる可能性のある方法ができたことは良いことだと思います。
しかし、これらの方法は、必ずしも難民と認めるものではなく、情勢が安定するまで、短期的な在留資格の更新を繰り返すことを前提とし
ているものもあります。
短期的な在留資格しか取得できなかった場合、在日ミャンマーの人々は、ミャンマーの不安定な状態がいつまで続くのかわからないのに、
日本では、いつ在留資格の更新が認められなくなるかわからない不安定な立場で滞在することになります。

ここにも、外国人をなかなか難民とは認めない日本政府の姿勢が現れているように思いました。
先日、ワールドカップ予選に出場するために来日したミャンマーのサッカー選手が難民として認定されましたが、日本政府は、帰国すると
迫害に遭う恐れのある在日ミャンマーの人々については、このサッカー選手と同様に難民と認めるか、もっと長期の在留資格を認め、安定
した地位を認めてあげた方が良いと思いました。

弁護士　鈴木　満

いくつかの公序良俗違反事件（弁護士　猪股　正）
　公序良俗違反（民法９０条）は要件が抽象的・包括的であることもあり、主張・立証のハードルは高く、公序良俗違反の主張をする事件は
“負け筋”だと言われることもある。振り返れば、いくつかの事件がある。当事者、同期、同僚はじめ多くの仲間と力を合わせて困難を乗
り越えるというかけがえのない経験をさせてもらった。

　２００３年５月、会社員男性が「夜が明けた。ゆうべはほとんど眠れなかった。」「サイシンへの支払い…手持ち無し。辛い！！どうす
る！」「もう会社へ出られない」などと記した遺書を残して飛び降り自殺した。サイシンは車を担保に年利３００％以上の高利で融資をす

https://www.unhcr.org/jp/
https://www.unhcr.org/jp/
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html
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るヤミ金であり、この日は利息の支払期限だった。司法修習同期の弁護士からの紹介でご遺族から相談を受けた。当時、県内の至る所に
「車でお金」と書かれた看板が貼られ被害が多発していた。集団訴訟を提起。ヤミ金事務所での交渉、山形市での出張尋問などいくつもの
山を越え、２０１１年９月７日、さいたま地裁は、車金融の手口を「公序良俗に反する違法性が顕著なもの」とし、自殺との因果関係を認
め、背後にいた暴力団関係者らも含めサイシンに損害賠償を命じた。高裁でも判断が維持された。被害額は遅延損害金を含めると総額１億
円超になった。詐害行為取消請求訴訟などを経て、背後の首謀者の自宅を差押え、全額に近い賠償金を回収した。

　２０１１年５月、生活に困窮した人を劣悪な施設（無料低額宿泊所）に入所させ、生活保護費の大半を搾取していた貧困ビジネス業者に
対し、入所者が原告になって集団訴訟を提起した。囲い込まれていた施設からの脱出、脱税での刑事告訴、常軌を逸した妨害工作への対抗
などの攻防の末、２０１７年３月１日、さいたま地裁は、搾取の構造を認めて、施設入所契約は「公序良俗に反し、無効というべきである」
とし、貧困ビジネス業者に対し、総額約１５８０万円の損害賠償等を命じた。

　２０１４年、７０歳の男性が街金から融資を受けた。気付けば、自宅や賃貸アパートなど１億３０００万円以上の不動産が全て売却され
ており、丸裸になっていた。街金から不動産を買い受けた業者が男性に対し、建物明渡訴訟を提起した。第一審さいたま地裁は、男性が売
買契約書等多数の書面に自署して実印を押印し印鑑証明書も交付していたことなどを理由に、売買契約を有効とし、業者の明渡請求を全部
認容した。同僚の谷川、月岡両弁護士と共に、あきらめることなくできることを続けた。２０１８年３月１５日、第二審東京高裁は、一審
判決を取消し、「莫大な利益を得ようとして行った、経済的取引としての合理性を著しく欠く取引であり、公序良俗に反する暴利行為に当
たるといわざるを得ない。」として、不動産売買契約の無効を認め、逆転勝訴（判例時報No.２３９８）。その後、別訴で全ての不動産
を取り戻した。

　人間の力は弱く、ひとりの力は小さい。学生時代、大雪の年末、早月尾根から剱岳を目指した。背丈の倍ほどもある深雪をストックを使っ
て崩しながら全身でラッセル。力尽きると、後続の仲間と交代する。長い長い早月尾根を何日もかけて一歩一歩ラッセルして頂上直下まで
たどり着いた。依頼者や仲間と一緒に、あきらめず、困難に向き合い、判決にたどり着いた経験は、ラッセルの記憶とつながる。一緒に力
を尽くした仲間１人ひとりに心から感謝している。

弁護士　猪　股　　正

全国一斉８／２１「コロナ災害を乗り越える－いのちとくらしを
守るなんでも電話相談会・第９弾」フリーダイヤル【拡散希望】

「コロナ災害を乗り越える 　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会
～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」【第９弾】実施のお知らせ

　コロナ禍の中、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、事業者、学生、業種・職種を問わず、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
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まれています。
デルタ株の蔓延によるコロナの第５波の急拡大、緊急事態宣言の継続・拡大等、先の見通せない状況が続く中、失業の長期化、利用可能な
支援策の終了等により、仕事や生活の不安を抱えている方、孤立して出口が見えない状況に追い込まれている方などが増えています。

　そこで、引き続き、全国の弁護士、司法書士、労働組合、諸団体が連携して、下記要領にて、電話相談会【第９弾】を開催いたします。
お気軽に、ご相談ください。また、多くの方にお知らせください。

【日　　時】　８月２１日（土）午前10時～午後10時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。

【相談例】
・生活費を支援する制度について知りたい。
・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない。
・バイトを切られ、学費を払えない。
・今すぐ生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。
・福祉の窓口で追い返された。
・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
・休業手当が払われない。新しくできた休業支援金のことが知りたい。
・無理な働き方でコロナに感染
・学費の支払いや奨学金の支払いが困難
・フリーランスや事業者を支援する制度について知りたい。
・住宅ローンなど借金の返済に困っている。
・コロナの「自宅療養」で困っている。
・コロナで生きるのが苦しい。死にたい気持…
・その他、様々な支払いができなくなるので不安である。

【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
埼玉は、反貧困ネットワーク埼玉（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所）など

＊チラシのダウンロード→　こちら
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8/22 コロナ危機から考えるOn-line学習会「北欧モ
デルから考える『持続可能性』―デンマークの社会保障財政を手
がかりに―」

公正な税制を求める市民連絡会『コロナ危機から考える』連続On-line学習会のご案内
「北欧モデルから考える『持続可能性』－デンマークの社会保障財政を手がかりに－」

　コロナ禍が到来して１年半になります。
　この間、日本では、引き続き、「自助」や「自己責任」が強調され、非正規労働者、女性、フリーランスなど、コロナ前から不安定な状
況に置かれていた人たちを中心に大きな打撃を受けています。
医療崩壊の危機、大企業や富裕層への富の集中の加速、財政赤字の急激な拡大など、日本社会がコロナ前から抱えていた問題が、一層深刻
化しています。
　では、他の国々はどうなのでしょうか。
　特に、人間が生きていくために必要な普遍的・基礎的なニーズを充たすことや人々の連帯が重視され、コロナ前から、貧困や格差が小さ
く抑えられ、国民の幸福度も高い北欧諸国と、日本では、どのような違いがあるのでしょうか。
　今回は、デンマークを研究されている倉地真太郎さんを講師に迎え、同じくコロナ禍にあって、デンマークと日本の「平時の制度」の違
いが、危機における人々の働き方や生活、財政状況等に、どのような違いをもたらしているのかを知り、日本の「平時の制度」の見直しの
必要性や方向性について、みなさんと一緒に考える機会としたいと思います。是非、ご参加ください。

■テーマ／北欧モデルから考える『持続可能性』－デンマークの社会保障財政を手がかりに－

■日時／２０２１年８月２２日（日）１５時～１７時

■参加対象／当会会員の方のほか、どなたでも参加できます。

■講師／倉地真太郎氏（明治大学政治経済学部専任講師）
＊「日本の居住保障」（共著。慶應義塾大学出版会）が2021年4月に発刊
「第9章　デンマーク――「自立」のための住宅セーフティネット（倉地真太郎）」

■参加費／１０００円（生活にお困りの方は支払不要です。）

事前にお振込みいただければ助かりますが、後日でも大丈夫です。カンパ歓迎！

（振込先）ゆうちょ銀行　公正な税制を求める市民連絡会（コウセイナゼイセイヲモトメルシミンレンラクカイ）

◎　ゆうちょ銀行から振込：10160-446381

◎ 　他行から振込：ゼロイチハチ（018）支店　普通預金口座　0044638
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■開催方法／Zoom

※Zoomは下記のURLをクリックすれば誰でも参加できるオンラインツールです。

■要申込

登録用URL

→
　https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vJf9YkymQBCQ3jQMeZaqVA

こちらからお申し込み下さい。ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

資料のダウンロード用のURLは、別途メールでご案内させていただきます。

■主催／公正な税制を求める市民連絡会

■連絡先／弁護士　猪股正　埼玉総合法律事務所　電話048-862-0355

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vJf9YkymQBCQ3jQMeZaqVA
http://tax-justice.com/
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